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★キーポイント
　本判決は、メタタグにおける標章の記載と商
標権侵害の成否を判断した判決であり、特に
キーワードメタタグについての判断を示した点
で、インターネットと商標権侵害に関する一つ
の論点に実務上参考となる裁判例を提供するも
のである。

第１　事案の概要
１　要旨

本件は、下記３の商標権を有する原告が、被告
に対し、被告が下記４の各標章を使用してオート
バイ運搬用台車を販売等する行為が原告の商標権
の侵害行為に当たるとして、被告各標章の使用の
差止め、被告各標章を使用したオートバイ運搬用
台車の譲渡等の差止めと廃棄、被告各標章のウェ
ブサイト等からの削除を求めた事案である。

また、原告が、被告に対し、被告がウェブサイ
トのキーワードメタタグ、タイトルタグ及びディ
スクリプションメタタグにおいて原告商標及び被
告標章を使用する行為が原告の商標権侵害に当た
ると主張して、原告商標及び被告標章のキーワー
ドメタタグ、タイトルタグ及びディスクリプショ
ンメタタグからの削除を求めた事案である。

原告はさらに、不正競争防止法に基づく差止め
と、商標権侵害行為及び不正競争行為についての
損害賠償を求めたが、これらについては本稿にお
いては割愛する。

２　当事者

原告：株式会社アトラス
アルカリイオン整水器・浄水器のリース及び

レンタル並びに健康器具の販売、健康食品の販
売等を主たる業務とする株式会社である。

被告：株式会社ワールドウォーク
自動二輪車、自動車、自転車の本体及び部品

の売買及び輸出入等を主たる業務とする株式会
社である。

３　原告の商標（以下「本件商標」といい、本件商

標に係る権利を「本件商標権」という。）

指定商品　第12類　オートバイを横方向にずらし移
動するための台車・その他オートバイの
運搬用台車

出 願 日　平成21年10月27日
登録番号　第5383617号
登 録 日　平成23年１月14日

４　被告の標章（以下、付記した番号によりそれぞ

れ「被告標章１」「被告標章２」といい、総称して

「被告各標章」という。）

５　被告の行為

（１）被告商品の販売

平成25年８月から少なくとも平成28年８月ま
で、被告各標章を付したオートバイ運搬用台車
である被告商品（原告商標の指定商品に含まれ
るもの）を製造し、販売し、又は販売のために
展示していた。

（２）宣伝広告

少なくとも平成28年８月まで、ホームページ
上に、商品名を「バイクシフター」又は「ｂｉ
ｋｅ ｓｈｉｆｔｅｒ」とする被告商品の写真を
掲載し、商品説明等の文章中において、「バイ
クシフター」、「ｂｉｋｅ ｓｈｉｆｔｅｒ」の語
を使用していた。

また、少なくとも平成28年８月まで、ＹＡＨ
ＯＯショッピング、楽天市場、Ａｍａｚｏｎ、


